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○ 実務指針 

 

不動産鑑定士及び不動産鑑定業者が、鑑定評価等実務を行うにあたり指針とす

べきものとして、本協会が公表するものであり、鑑定評価を活用する関係者の参

考資料としての位置づけも有する（鑑定評価書の利用者が、その適正さを確認す

るための指針としても利用できるものとする。鑑定評価を行う際には、原則とし

て準拠するものとし、準拠できない場合又は他の方法に拠る場合には、その根拠

を明示する）。 

 

○ 研究報告 

 

本協会が実務指針に関連する事項として検討した内容及び資料等の研究報告

であり、不動産鑑定士及び不動産鑑定業者が、鑑定評価実務を行うにあたり参考

となるものである。 

 

 

本書は、上記「研究報告」に該当します。 
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はじめに 

 

東日本大震災により被災を受けた中小事業者や農林水産事業者等においては、震災前

からの事業性資金の返済に加え、今後の事業の再生のために、新たな借り入れに伴う負

担に直面する者が増加していくことが予測される。このような状況に対応し、東日本大

震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することに

より、被災地域における経済活動の維持を図るため、株式会社東日本大震災事業者再生

支援機構法（平成 23 年法律第 113 号 以下「震災支援機構法」という。）が新たに制定

され、同法に基づいて株式会社東日本大震災事業者再生支援機構（以下「震災支援機構」

という。）が設立された。同様の目的をもつ機構としては、各県に設立された産業復興

機構があるが、震災支援機構は、産業復興機構による支援が困難な事業者を対象とし、

小規模事業者、農林水産事業者、医療福祉事業者が重点支援先となっている。 

 

本運用指針（No3）は、震災支援機構による事業者再生のための債権買取等の手続き

において、事業者（債務者）の財産である不動産の評価が必要となる場合を想定し、不

動産鑑定士が不動産の評価を行う場合に留意すべき事項についてとりまとめを行った

ものである。上記の局面においては、被災した事業者（債務者）の救済を目的とするた

め、迅速な対応が必要となる場面も多いと考えられる。また、後記のとおり、債権価格

算定のため、将来の支援完了時を想定した不動産の評価も必要となる。したがって、以

下に記載するように、本運用指針（No3）は、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価に

加え、不動産鑑定評価基準に則らない価格調査を行うことも想定したものとなっている。 

調査の手順や鑑定評価手法を省略した評価や将来時点を想定した評価は、不動産鑑定

評価基準に則った条件設定や手順、手法により価格を判断する場合と比較して精度が劣

ることとなる。一方で、債権買取に応じる債権者への説得力が求められることも十分に

認識したうえで、本件依頼目的に特有の要請から条件の設定や手法等の省略を行うこと

について依頼者に十分に説明し、さらに以下に記載する事項に留意して対応することが

必要である。本運用指針（No3）は、Ⅰ．記載の手続きに係る依頼目的に関して特に留

意すべき点を記載したものであるため、ここに記載のない事項については、適宜、「運

用指針（No1）」及び「運用指針（No2）」、「東日本大震災の被災地における防災集団移転

促進事業に係る土地評価の研究」を参照することが望ましい。 

 

 

Ⅰ．本運用指針が対象とする手続き 

震災支援機構による事業者再生のための債権買取等の手続きにおける事業者所有

不動産等の価格算定を対象とする。なお、産業復興機構が行う事業再生支援に係る

価格査定については、本運用指針（No3）の対象とはならない。 
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Ⅱ．東日本大震災事業者再生支援機構による再生支援の概要 

１．東日本大震災事業者再生支援機構による再生支援の仕組み 

震災支援機構による事業再生支援は、震災支援機構が東日本大震災で被災した事業

者の被災前の債務に係る債権を整理（債権買取、弁済猶予等）し、メインバンク等に

よる新規融資等による新たな資金調達を促すとともに、震災支援機構による専門家の

派遣・助言、債務保証、出資、つなぎ融資等によって被災地域における事業再生を図

るものである。支援決定は原則として震災支援機構設立から 5年以内に行われ、支援

期間は支援決定の日から最長 15年となっている。（添付資料２参照） 

 

２．対象となる事業者等 

震災支援機構による再生支援の対象となる事業者は、「東日本大震災によって被害

を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、被災地域において債権

者その他の者と協力してその事業の再生を図ろうとするもの」（震災支援機構法第 19

条第 1項）とされている。 

「過大な債務を負っている」とは、収益力に比して過剰な債務を負っているため、

債権放棄、弁済猶予等の金融支援による事業の再生が求められている状態をいう。（株

式会社東日本大震災事業者再生支援機構支援基準（平成 24 年 3月 2 日付 内閣府、

復興庁、総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省 告示第 1号 以下

「震災支援機構支援基準」という。）） 

①被災地域 

対象となる被災地域は、 

ⅰ 震災被害が甚大な地域（岩手県、宮城県、福島県内の全市町村及び北海道、

茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、新潟県、長野県の一部市町村 ） と 

ⅱ 原発事故に関する農林水産物の出荷制限に係る地域 

である。 

（株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第 19 条 1 項の地域を定める政令

（平成 23年政令第 397号） 1号、2号 添付資料１参照） 

 

②除外される事業者 

大規模事業者（資本金 3億円超かつ従業員 300人超等）や土地開発公社、地方公共

団体が4分の1以上出資している法人等は、再生支援の対象事業者から除かれている。

（震災支援機構法第 19条第 1項、震災支援機構法施行令第 1条） 

また、被災地域以外で事業の再生を図る場合も対象とならない。 

なお、①ⅱに該当する地域については、事由となった出荷制限等に係る農林水産物

（加工品を含む）と関連性を有する事業を行っている場合に限り対象となる。（震災

支援機構支援基準Ⅰ.２.） 
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③支援要件 

再生支援を受けるためには、事業再生計画（再生のおおよその見通しを記載した書

面を含む）の作成のほか、事業再生に向けて金融機関等（債権者等）から追加融資や

出資がなされる必要がある。（震災支援機構法第 19条第 2項） 

さらに、以下の内容が支援決定のための要件となっている。（震災支援機構支援基

準Ⅰ.から抜粋） 

ⅰ 支援決定が行われると見込まれる日から 15 年以内に有利子負債のキャッシュ

フローに対する比率が 15倍以内となること。ただし、個別の業種特性等に配慮

するものとする。 

有利子負債合計額 − 現預金 − 信用度の高い有価証券等の評価額 − 運転資金の額 
    ≦ 15 

留保利益 ＋ 減価償却費 ＋ 引当金増減 

ⅱ 支援決定後おおよそ 5年以内を目途に営業損益が黒字となること。ただし、黒

字化の目途は個別の業種特性等を配慮するものとする。 

ⅲ 支援決定が行われると見込まれる日から 15 年以内に債務超過が解消されるこ

と。 

ⅳ 申込事業者を支援決定時点で清算した場合の当該事業者に対する債権の価値

を、事業再生計画を実施した場合の当該債権の価値が下回らないと見込まれる

こと。  

ⅴ 震災支援機構が申込事業者の債権の買取りを行い、又は申込事業者に対して出

資を行う場合には、支援決定が行われると見込まれる日から 15年以内に、いわ

ゆるメインバンク等の当該申込事業者の再生のために協力を求める必要がある

金融機関等により申込事業者の資金調達（リファイナンス）又はスポンサーの

出資の買取りが可能な状況となる等、当該債権又は出資に係る株式若しくは持

分の処分が可能となる蓋然性があると見込まれること。 

ⅵ 事業再生計画が、申込事業者が事業再生を行おうとする地方公共団体が定めた

東日本大震災からの復興に係る計画や、当該地方公共団体が実施する復興に向

けた取組に反しないこと。 

 

３．「債権の買取価格の算定方法に関する指針」の概要 

震災支援機構の定める債権の買取価格の算定方法に関する指針（震災支援機構法附

則第 3条）では、債権の買取価格の算定は、原則として対象事業者の経営状況の実績

や見通し、被災地域の復興の見通し、対象事業者の経営改善策等から、事業再生計画

期間に応じて最長 15 年のキャッシュ・フローを算定し、これを一定の割引率で現在

価値に割り引き、その総額を買取価格とする方法（ディスカウント・キャッシュ・フ

ロー法）に基づき価格算定することとなっている。 

上記のディスカウント・キャッシュ・フロー法による債権の価格算定が難しい場合
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には、簡易な算定手法として、再生支援の期間中の当該債権に係る元利金の回収可能

価額と再生支援の完了時の当該債権に係る担保財産の価額を勘案したリファイナン

ス価額との合計額を一定の割引率を用いて現在価値に割戻す手法に基づき価格算定

を行うこととされている。 

 

Ⅲ．不動産評価が必要となる局面 

 債権買取等の手続きのために不動産の評価が必要となるのは、以下の場合が想定される。 

 

１．簡易な算定手法（再生支援完了時の担保財産の価値の査定） 

ディスカウント・キャッシュ・フロー法による債権の価格算定が難しい場合に採用

される簡易な算定方法において、債権の買取価格算定の要素として再生支援完了時の

当該債権に係る担保財産の価額を算定する必要がある1ので、支援決定から最長 15 年

後となる再生支援完了時点の担保不動産の価格査定を行うこととなる。 

 

２．清算価値の算定のための保有資産査定 

再生支援の決定にあたっては、再生支援を行わない場合との比較のために申込事業

者を支援決定時点で清算した場合の当該事業者に対する債権の価値を算定する必要

がある（前記Ⅱ２③ⅳ）ので、清算価値の一部となる事業者が保有する不動産につい

て、処分するものとしての価格（早期売却を前提とする価格）を求める必要がある。 

 

３．事業再生に必要とならない保有不動産の価格査定 

事業の再生に必要とならない対象事業者の所有する不動産については、特に事業キ

ャッシュフローのみでは十分な回収金額が確保できない場合に売却等を行って事業

再生のための資金に充当することが想定されるので、このための当該不動産の価格査

定が必要となる。 

調査依頼は、対象事業者の保有不動産全体を対象とする 2．清算価値の算定の調査

と同時に行われることが多いと想定される。 

 

Ⅳ．不動産評価の方法及び留意点 

１．評価の位置づけ 

震災支援機構による債権買取は、東日本大震災の被災者を支援するためのものであ

り、関係者に対して公正な対応を行うことを前提としている。公正な対応を行うため

には、求める価格への説得力の重要度に鑑み、不動産の評価に関してはその専門家で

ある不動産鑑定士が対応する必要がある。 

したがって基本的には、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価を行うことが望まし

                                            
1 震災支援機構の社内資料として活用される。 
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いが、震災支援機構法に基づく債権買取価格算定方法等を踏まえると、不動産鑑定評

価基準に則らない価格調査を行わざるを得ない局面も想定される。 

本運用指針（No3）が対象とする震災支援機構法は、東日本大震災の影響による中

小事業者のいわゆる二重債務問題について政府が平成 23 年 6 月に公表した「二重債

務問題への対応方針」に基づくものであり、震災支援機構による債権買取等を行うこ

とによって、事業の再建を支援するための施策としてとりまとめられたものである。

これを踏まえ、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価、あるいは則らない価格調査を

行う場合について、依頼の局面ごとに整理すると以下の通りとなる。 

 

①再生支援完了時の担保財産の価値の査定 

価格時点を将来時点（最長 15 年後）とすることは、価格時点にかかる不動産鑑定

評価基準の基本的な要請2を踏まえれば、不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価とし

て行うことは適切ではない。また、当該価格時点までの地域要因等について、依頼者

からの依頼に基づく条件を前提とすることとならざるを得ず、当該前提についても条

件設定にかかる実現性を満たしているとは必ずしもいえない。 

一方で、本局面における価格調査は、多くの場合において依頼者の内部利用のため

の依頼であり、価格等調査ガイドラインに基づき、不動産鑑定評価基準に則らない価

格調査を行う場合の「①調査価格等が依頼者の内部における使用にとどまる場合」に

該当する。 

また、依頼者が支援対象事業者の場合には、震災支援機構は提出先等となるが、当

該提出先等の合意を得ることにより不動産鑑定評価基準に則らない価格調査を行う

ことができる（当該合意を得ることにより、価格等調査ガイドラインに基づく「③調

査価格等が公表されない場合ですべての開示・提出先の承諾が得られた場合」に該当

する。）。 

 

したがって、本局面において価格等調査の依頼があった場合には、「調査価格等が

依頼者の内部における使用にとどまる場合」であるか、あるいは成果報告書の提出先

等から当該条件について合意が得られていることを確認し、不動産鑑定評価基準に則

らない価格調査として対応する。 

 

②清算価値の算定のための保有資産査定 

この場合の清算価値は、不動産鑑定評価基準の価格の種類に記載されている特定価

格の「民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却を前提とした価格を求める

                                            
2 不動産鑑定評価基準運用上の留意事項Ⅲ 2．（3）「将来時点の鑑定評価は、対象不動産の確定、価格形

成要因の把握、分析及び最有効使用の判定についてすべて想定し、又は予測することとなり、また、収集

する資料についても鑑定評価を行う時点までのものに限られ、不確実にならざるを得ないので、原則とし

て、このような鑑定評価は行うべきでない。ただし、特に必要がある場合において、鑑定評価上妥当性を

欠くことがないと認められるときは将来の価格時点を設定することができるものとする。」 
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場合」と同様の価格概念である。 

この価格を求める目的は、震災支援機構法第 18 条第 1 項の規定に基づき主務大臣

が定めた震災支援機構支援基準に規定されている「申込事業者を支援決定時点で清算

した場合の当該事業者に対する債権の価値を、事業再生計画を実施した場合の当該債

権の価値が下回らないと見込まれること。」の検証として、清算した場合の不動産の

価格を求めるものであるので、不動産鑑定評価基準の価格の種類に記載されている特

定価格の要件である「法令等による社会的要請を背景とする」に該当し、不動産鑑定

評価基準に則った鑑定評価を行う場合は、特定価格として評価を行う。 

依頼条件により、「土壌汚染の有無及びその状態について価格形成要因から除外す

る」等の調査範囲等条件を設定する場合は、「鑑定評価書の利用者3の利益を害するお

それがない」と判断されるための一定の対応がとられる場合以外は、鑑定評価基準に

則った鑑定評価を行うことはできない。 

したがって、このような場合には、当該調査範囲等条件を設定することについて、

依頼者、提出先、開示先の合意を得た上4で鑑定評価基準に則らない価格調査を行う

（当該合意を得ることにより、価格等調査ガイドラインに基づく「③調査価格等が公

表されない場合ですべての開示・提出先の承諾が得られた場合」に該当する。）。 

また、資産の内容等に鑑みて、取引事例を用いず地価公示価格等のみで土地価格を

求めるなど不動産鑑定評価基準に定める適用可能な手法を一部省略する場合も同様

である。 

 

③事業再生に必要とならない保有不動産の価格査定 

本局面においては、正常価格として鑑定評価基準に則った鑑定評価を行うことが原

則となる。しかし、依頼条件により、「土壌汚染の有無及びその状態について価格形

成要因から除外する」等の調査範囲等条件を設定する場合は、「鑑定評価書の利用者

の利益を害するおそれがない」と判断されるための一定の対応がとられる場合以外は、

鑑定評価基準に則った鑑定評価を行うことはできない。 

したがって、このような場合には、当該条件の設定について、依頼者、提出先、

開示先の合意を得た上で鑑定評価基準に則らない価格調査を行う（当該合意を得る

ことにより、価格等調査ガイドラインに基づく「③調査価格等が公表されない場合

ですべての開示・提出先の承諾が得られた場合」に該当する）。 

また、資産の内容等に鑑みて、取引事例を用いず地価公示価格等のみで土地価格を

求めるなど不動産鑑定評価基準に定める適用可能な手法を一部省略する場合も同様

である。 

 

                                            
3 本局面では、債権者、債務者が想定される。 
4 震災支援機構による再生支援相談手続きの中で、不動産評価についての条件として説明し、関係者の了

解を得る。 
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２．依頼者 

本運用指針（No3）が対象とする不動産評価は、震災支援機構による債権買取等の

手続きのために行われるものであり、震災支援機構又は支援対象事業者が依頼者とな

る。 

 

３．求める価格の種類 

不動産鑑定評価基準に則らない価格調査を行う場合は、不動産鑑定評価基準で定め

る価格の種類は用いず、「調査価格」または「意見価格」（以下「調査価格」という。）

とし、価格を求める方法について成果報告書に記載する。 

 

（１）再生支援完了時の価格査定 

当該価格等調査は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法による債権価格算

定が難しい場合に、簡易な算定手法として行う際に必要となる、再生支援完了時

の担保不動産の価額を求めるものである。当該再生事業の継続が想定されるが、

再生支援完了時のリファイナンスのための担保価値の算定となるので、当該再生

事業の継続は条件ではなく5、正常価格と同様の市場条件の価格となる。 

 

（２）清算価値の算定 

当該調査価格は、債権買取価格の下限値として、支援決定時点で清算した場合

の債権価値を求めるために必要とされるものであるので、求める価格は処分する

ものとしての価格（早期売却を前提とした価格）である。 

 

（３）事業再生に必要とならない保有不動産の価格査定 

当該調査価格は、処分し債務の弁済に充当することが見込まれる資産について

価格査定するものであるので、正常価格と同様の市場条件の価格となる。 

 

上記（１）～（３）の各価格の性格について調査価格の説明として成果報告書

に記載する。 

 

４．対象不動産の確定及び確認 

本運用指針（No3）に基づき不動産鑑定評価基準に則らない価格調査を行う場合は、

依頼者である震災支援機構又は支援対象事業者から、以下に例示される対象不動産の

確定に必要な資料の提供を受けるものとし、当該資料に基づく価格等調査であること

を成果報告書に記載する。なお、対象不動産の確定のための資料に不足がある場合や

内容に疑義がある場合には、依頼者に確認を行うとともに、不動産鑑定士が自ら調査

                                            
5 最有効使用の判断として、用途変更や建物取り壊しも可。 
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を行う必要がある。 

 

［価格等調査に必要な対象不動産に係る資料等］ 

① 不動産に係る資料 

・ 価格調査の依頼書 

・ 対象不動産の場所を示す地図 

・ 登記事項証明書（土地、建物） 

・ 不動産登記法 14条地図、公図 

・ 固定資産評価証明書（土地、建物） 

・ 建物図面、設計図書等（建築予定のものも含む） 

 

② 事業に係る資料 

・ 対象事業者が作成した事業計画 

・ 賃貸用不動産である場合は現在の賃貸借内容及び費用がわかる資料 

 

（１）物的確定及び確認にあたっての留意点 

上記の資料（不動産鑑定士が自ら収集した資料を含む。）に基づき、現地にて対

象不動産の確認を行う。現地確認により上記確定資料と異なることが判明した場

合は、震災支援機構に確認を行い、新たな資料の提出を受けるか、対応について

協議し、震災支援機構からの指示内容について、必要に応じその内容（基準に則

らない調査範囲等条件の設定）を成果報告書に記載する。 

 

  ① 支援完了時の価格等調査 

支援完了時の価格等調査においては、現地調査時点では対象となる建物が存し

ていなかったり、増改築や大修繕が予定されていたりする可能性もある。設計図

書等により価格時点における（又は想定する将来時点の状態の）対象建物の状況

を想定する必要がある。 

支援対象事業者の再生計画に妥当性があることを震災支援機構が確認したう

えで評価を求められた場合、以下に例示される必要事項についての確認を行い、

当該前提に基づく評価であることを成果報告書に記載する。 

・対象建物は現況存しない（又は現況と相違する）が、対象建物の確定は、依頼

者の提示する確定資料によるものであること。 

 

  ② 現地調査できない不動産 

現地調査を行うことができない不動産は、そのような前提での評価を行うこと

について利害関係を有する関係当事者全員の合意を得ることは難しいと考えら

れ、当面依頼がないものと考えられる。しかし、利害関係を有する関係者全員の
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合意を得たことを震災支援機構が確認したうえで評価を求められた場合、以下に

例示される必要事項についての確認を行い、不動産鑑定評価基準に則らない価格

調査であり、当該前提に基づく評価（基準に則らない調査範囲等条件を設定）で

あることを成果報告書に記載する。 

・対象不動産の確定は、登記事項証明書、公図、建物図面、あるいは依頼者の提

示する確定資料によるものであること。 

・対象不動産の被災状況を含めた現状の確認ができないため、公的資料等による

被災資料に基づくものであること。あるいは、依頼者の提示する前提条件に基

づくものであること。 

 

（２）権利の態様の確定及び確認にあたっての留意点 

対象不動産の種別及び類型に応じ、評価に必要な資料として依頼者から提示さ

れる登記事項証明書、各種契約書等及び不動産鑑定士が自ら調査した内容により

対象不動産の権利の確定及び確認を行う。 

 

５．地域要因又は個別的要因についての想定上の条件 

不動産鑑定評価基準に定める、実現性、合法性、鑑定評価書の利用者の利益を害す

るおそれがないか等の観点から妥当なものであるか否かの判断を行い、妥当な場合に

限り想定上の条件として設定することができる。ただし、依頼者及びすべての提出先、

開示先の同意がある場合、又は依頼者の内部の利用に留まる場合には、不動産鑑定評

価基準に則らない価格調査として実現性が不確実な想定上の条件を設定することが

できる。 

 

（１）復興計画 

本運用指針（No3）が対象とする価格等調査のうち、現在の状況を前提に行うも

のにおいては、想定上の条件のうち、復興計画については、原則として、不動産

鑑定評価基準に則った鑑定評価と同様に、実現性、合法性、鑑定評価書の利用者

の利益を害するおそれがないか等の観点から妥当なものであるか否かの判断を行

い、妥当な場合に限り想定上の条件として設定することを可能とする。 

なお、運用指針（No1）に記載があるように、復興計画については、価格時点に

おいての状況の確認を行い、価格形成要因として考慮するのか、上記判断に基づ

き想定上の条件とするのか、合理的推定を行うのか、考慮しないものとするのか

等、その策定段階及び実現性を踏まえて判断する必要がある。 

支援完了時の価格を求める場合には、最長約 15年後の時点の状況を推測する必

要があるので、インフラ等の復興スケジュール等について条件の設定を慎重に行

う必要がある。 
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（２）支援完了時の評価（将来の状況を想定して行う評価） 

支援完了時の評価は長期の将来予測を伴うものとなるため、価格時点を調査時

点とし、地域要因や個別的要因の想定として支援完了時の状況が実現していると

する想定上の条件を設定して調査を行うことも考えられる6。 

想定上の条件の例をあげれば以下の通り。 

・復興計画がスケジュールも含めて詳細に決定しており、想定する将来時点におい

て完了していることが想定できる場合： 

「価格時点において〇〇市復興計画に伴う各種の事業が完了しているものとして」 

・復興計画が固まっていない場合は、依頼者からの依頼に基づく想定条件として設

定する。： 

「価格時点において周辺地域の状況が震災前と同程度に復旧しているものとして」 

等 

 

価格時点をいずれとするかに関わらず、将来の状況を想定して行う評価は、不確実

な計画をもとに価格形成要因を想定することとなるが、再生支援制度の円滑な運用の

ために必要と考えられる。したがって、いずれの価格時点の評価においても、不動産

鑑定評価基準に則らない価格調査として対応するが、この場合であっても、債権価格

算定のための価格を求めるものとして、想定内容に合理性があると判断されることが

必要である。 

 

６．価格時点（価格等調査の時点） 

（１）支援完了時 

再生支援完了時の担保不動産の価額を求める場合の価格時点は、支援期間が最

長 15 年とされているので、支援決定予定日から 15 年以内の将来の価格時点とな

る。 

なお、調査時点において支援完了時の状況が実現しているとする場合には、価

格時点は原則として現地調査を行った日を価格時点とする。 

 

（２）支援決定時 

支援決定判断の資料として用いる事業を清算した場合の価格や事業再生に必要

とされない不動産の価格については、原則として現地調査を行った日を価格時点

とする。なお、依頼者からの指定時点とする場合は、現地調査時点から対象不動

産等の状況を推測可能な範囲であるか確認のうえ行う。 

 

                                            
6 将来時点とする場合との相違点：局地的な東日本大震災の影響を除く、一般的要因等による長期の土地

価格や物価等の変動予測を行わない。依頼はこのケースが多いと予想される。 
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７．価格形成要因についての調査及び調査範囲等条件等 

価格等調査にあたっては、必要な価格形成要因についての調査の全てを行い、価格

への影響の判断を行うことを原則とするが、不動産鑑定評価基準に則らない価格等調

査を行う場合で、土壌汚染等7について価格への影響がないといえない場合に、依頼

者、提出先、開示先の合意が得られた場合には、基準に則らない調査範囲等条件を設

定し、当該価格形成要因についての調査範囲を限定し、価格への影響を考慮外とする

ことができる。なお、考慮外とした価格形成要因についても調査した結果及び価格へ

の影響の有無を成果報告書に記載する。 

支援完了時の価格を求める場合には、最長約 15 年後の時点の状況を推測、または

その状況が調査時点において実現していることを想定する必要があるので、インフラ

等の復興スケジュールや熟成度合いの予測を慎重に行う必要がある。 

 

８．価格を求める評価手法 

運用指針（No3）に基づく不動産鑑定評価基準に則らない価格調査においては、原

則として以下に記載する簡略化された方法の適用も可能とするが、対象不動産の総額、

類型、用途等に応じ、簡略化された方法では価格についての説明力や説得力が相当程

度劣ると判断される場合は、鑑定評価手法の適用により価格を求めるか、当該手法と

簡略化された方法を併用し価格を求めることが望ましい。 

本運用指針（No3）の対象となる不動産は、被災地域に存する自用の事業用（農林

水産業、医療福祉事業等を含む）の不動産（店舗、工場、倉庫、駐車場、病院、福祉

施設、農地等）が中心となるものと想定される。 

本運用指針（No3）の対象となる価格査定は、事業の再生を目的とするものである

ので、事業の再生に使用しない不動産を除き、対象不動産に係る当該事業の事業収益

等による収益還元法を原則として適用することとし、当該事業収益が複数の不動産を

対象とする場合等では、収益還元法の適用は困難であるが、極力収益性を反映するよ

うに努める8。 

 

（１）更地の評価 

不動産鑑定評価基準に則らない価格調査を行う場合においては、土地価格につ

いては、少なくとも地価公示価格からの規準、あるいは地価調査価格からの比準

を行い、これらにより価格を決定することもできる。標準地等と比較し地域要因

等の格差が大きい場合は、固定資産税標準宅地との比準や財産評価基準（相続税）

路線価の活用等他の価格指標を活用することにより検証を行うことが望ましい。 

                                            
7 放射能については、地域要因としてはすでに織り込まれているものと考えられるが、スポット的な汚染

について考慮外とする場合など。 
8 特にホテル等の収益性が重視される業態の不動産については、収益資料が不十分な場合においても想定

を行う等により収益還元法の適用に努めるべきである。 
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① 震災前の取引事例等（地価公示価格・地価調査価格を含む）を用いる場合 

震災前の取引事例等からの比準等を行う場合は、震災前の価格変動率と震災後

の価格変動率を把握する必要がある。この価格変動は、取引事例等及び対象地の

被災状況や復旧・復興状況によって大きく異なり、被災を所与として適切な時点

修正率や地域要因の比較を行うことは一般に困難である。したがって、時点修正

は、震災前の市場動向等を前提とした時点修正率により求め、地域要因の比較も

震災前の状況を前提に行い、震災による価格形成要因は、震災地域格差修正にお

いて、あるいは個別的要因の比較において反映させることが望ましい。 

この場合の時点修正率の判断にあたっては、同一需給圏における、震災前の価

格変動率や震災により大きな被害をうけていない土地の価格変動率を参考とする

ことができる。 

なお、被害を受けていない地域に属する地価公示価格・地価調査価格の価格変

動率を参考とする場合には、被害を受けた地域からの移転需要により上昇してい

る可能性があるので、注意を要する。 

震災地域格差修正において反映させる震災格差率9は「東日本大震災の被災地

における平成 24 年地価公示価格実施のための運用指針－平成 23 年地価調査震災

運用指針からの展開－」（以下「地価公示運用指針」という。）記載のとおり、地

域要因の比較において反映することもできるが、近隣地域の標準的画地と比較し、

対象地について個別的要因に基づく格差が認められる場合には、個別的要因の比

較において当該格差を反映させる必要があることに留意する。 

震災地域格差修正の判断にあたっては、相続税路線価の調整率（平成 23 年 1

月 1 日の価格に対する平成 23 年 3 月 12 日の価格への修正率）を参考に求めるこ

ともできる。もっとも、相続税路線価の調整率は、震災前と震災発生直後の時点

を比較したものであり、当該時点から価格時点までの震災による価格形成要因の

変化については、対象不動産の復旧や復興状況を踏まえ、また課税のための調整

率であることも勘案して、震災地域格差修正に反映させる必要がある。 

また、地価公示運用指針や一般財団法人日本不動産研究所が公表している震災

地域格差修正を用いて価格時点における修正率を求めることもできる10。 

 

② 震災後の取引事例等（地価公示価格・地価調査価格を含む）を用いる場合 

震災後の取引事例等からの比準等を行う場合は、取引時点等から価格時点まで

の価格変動について、震災後の価格変動率から時点修正率を判断し、被災状況、

                                            
9 地価公示運用指針においては、実態として、減価要因のみならず、増価要因も観察されていることから、

「震災減価率」の名称を「震災格差率」へ変更している。 
10 地価公示運用指針を活用するにあたっては、震災格差要因を含む価格形成要因を適切に分析することが

必要であり、震災格差要因に基づく増減価率や復旧期間の数値を機械的に入力することにより「震災格差

率シート」を活用したとしても、適切な結果が得られないことに留意する必要がある。 
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復旧・復興状況の相違を、地域要因の比較や個別的要因の比較において反映させ

ることのほか、地価公示運用指針の考え方を活用し、時点修正は、震災前の市場

動向等を前提とした時点修正率により求め、地域要因の比較も、原則として震災

前の状況を前提に行い、震災による価格形成要因は、震災地域格差修正（地価公

示運用指針においては地域要因の比較）において、あるいは個別的要因の比較に

おいて反映させることも考えられる。 

なお、被害を受けていない地域に属する地価公示価格・地価調査価格の価格変

動率を参考とする場合には、被害を受けた地域からの移転需要により上昇してい

る可能性があるので、注意を要する。 

 

③ 地域要因の比較及び個別的要因の比較 

地域要因の比較及び個別的要因の比較にあたっては、以下の点に留意する。 

 

ａ．震災前の取引事例等を採用する場合 

 不動産取引市場が回復するまでの期間、震災前の取引事例等を採用する場

合は、震災前の地域要因により地域要因の比較を行い、震災地域格差修正

により震災後の地域の標準的画地の価格を求め、個別的要因（対象地に個

別的に生じた被災状況及び復旧状況を含む。）の比較を行って対象地の比

準価格を求める方法を基本とする。あるいは、震災地域格差修正を地域要

因の比較において行う方法も考えられる。 

 修正する要因について重複計上にならないよう注意が必要である。 

 

ｂ．震災後の取引事例等を採用する場合 

 不動産取引市場が回復するまでの期間の震災後の取引事例等を採用する

場合は、震災前の地域要因により地域要因の比較を行い、震災地域格差修

正により震災後の地域の標準的画地の価格を求め、個別的要因（対象地に

個別的に生じた被災状況及び復旧状況を含む。）の比較を行って対象地の

比準価格を求める方法を基本とする。あるいは、震災地域格差修正を地域

要因の比較において行う方法も考えられる。 

 不動産取引市場が回復した後の震災後の取引事例等を採用する場合は、当

該地価公示価格等に、震災による価格形成要因が含まれていると考えられ

るため、震災地域格差修正は行わず、震災による価格形成要因の相違に基

づく比較のみを震災後の地域要因の比較及び個別的要因の比較で行い、対

象地の比準価格を求める方法を基本とする。この相違に係る格差率の判断

にあたっては、震災地域格差修正を参考とすることもできる。 

 震災から相当の期間経過後も不動産取引市場が回復していない地域に存

する重度の被害を受けた土地の評価を行う際に、被災状況、復旧状況、移
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転需要等の程度が類似する震災後の取引事例等が得られず、不動産取引市

場が回復した地域に存する被災状況等の程度が類似しない震災後の取引

事例等を採用せざるを得ない場合、これらの相違を地域要因の比較におい

て反映させることが困難な時は、震災地域格差修正において反映させるこ

とも考えられる。 

この場合、震災後の取引事例等は、取引事例価格等に震災による価格形

成要因が含まれていると考えられるため、震災後の地域要因の比較及び個

別的要因の比較を行うが、震災前の地域要因及び個別的要因との相違に留

意する必要がある。 

 復興計画を遂行するための法令等が成立した後の取引事例等が入手でき、

当該事例価格等の価格形成要因に復興計画の影響が含まれていると判断

される場合、あるいは価格時点が復興計画を遂行するための法令等が成立

した後である場合は、価格形成要因として地域要因に含めて手法を適用す

ることができる。 

 復興計画が不明確な場合であっても、市場における取引価格等に復興計画

への期待が加味して取引される場合もあるので取引動向を踏まえ、判断す

る必要がある。 

 

④ 震災地域格差修正 

震災地域格差修正とは、震災地域格差修正率（以下、下記（財）日本不動産研

究所資料による「震災格差修正率」を含む。）を用いて、震災が発生したことに

起因する価格形成要因の変化による価格の変動を、比準価格に反映させる手順を

いう。震災地域格差修正率は、基本的には、震災により失われた価格形成要因の

機能や効用の、復旧あるいは復興するまでの期間に対応した増減価率から求めら

れる。 

震災地域格差修正率は、被災状況や復旧状況によって異なるものであり、その

査定は、市場動向等を踏まえ、市場価値を求めるために説得力の高い資料が得ら

れる場合は当該資料によることが望ましいが、困難な場合は、現時点において公

表されている以下の資料を活用することもできる。 

 

 ｢東日本大震災の被災地における平成 24 年地価公示実施のための運用指

針－平成 23 年地価調査震災運用指針からの展開－｣（以下｢地価公示運用

指針｣という。）公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会作成 

 ｢2011 年 7月号 NO.381 不動産調査 東日本大震災に関する土地評価（震災

が地域要因に及ぼす影響）平成 23 年 6 月｣（以下｢（財）日本不動産研究

所資料｣という。）一般財団法人日本不動産研究所作成 
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本運用指針では、震災が発生したことに起因する価格形成要因の変化による

価格の変動を修正する手順を震災地域格差修正と呼び、修正するための率を震

災地域格差修正率としているが、上記の各資料において、用語の用い方に相違

があるため、各資料を参考とする場合には、注意が必要である。 

価格等調査においては、どのような考え方に基づく震災地域格差修正率を用

い、価格等調査の過程において採用したのかを鑑定評価書等の成果報告書にお

いて説明することが望ましい。 

 

 地価公示運用指針と（財）日本不動産研究所資料の適用にあたっての注意点 

いずれの資料による方法を用いたとしても、震災地域格差修正及び求められる

価格は同等となるべきものであるが、震災地域格差修正を行うための震災地域格

差修正率の査定方法に相違があるため、適用にあたっては、以下の点に注意する

必要がある。 

 

ａ．適用対象地域 

・地価公示運用指針では、標準地は「震災による被害なし又は軽度な被害あ

り」、及び、「不動産取引市場が早期に回復する地域に存しており、回復ま

での期間」を想定していることから、震災格差率シート（試算シート）を

用いることができる地域は、震災前の状態へ復旧することが価格形成の前

提とされる地域としている。 

しかし、震災格差率シート自体は「建物流失や水没地等の重度な被害あ

り」、「相当の期間経過後も不動産取引市場が回復していない地域」まで対

応できる汎用性を有していることから、震災前の状態へ復旧せず、震災前

の最有効使用と異なる土地利用となる被災地域に存する土地についても適

用対象とすることが可能である。 

・（財）日本不動産研究所資料は、被災地域を、地域の種別（宅地地域、農地

地域、林地地域）及び被災の程度に応じて、全壊区域とそれ以外の区域（床

上浸水区域、床下浸水区域を含む。）に区分し、これらの地域を対象として

いる。また、復旧・復興事業が行われない地域も含んでいる。 

 

ｂ．震災格差率等（地価公示運用指針の震災格差率、（財）日本不動産研究所資

料の最大減価率） 

・試算シートに入力される格差率は、価格時点（平成 24年地価公示において

は 1 月 1 日）において、各要因が復旧するまでの当該期における効用の増

減価を前提とした格差率である（当該格差率が復旧までに直線的あるいは、

不連続に回復するとして求められる効用価値等から震災地域格差修正率を

求める。）。 
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・（財）日本不動産研究所資料では、震災直後を判定時点とした将来復旧され

る可能性を考慮した上での減価率を最大減価率として求める（最大減価率

は時間の経過により逓減するとして、以下の計算により震災格差修正率を

求める。）。 

 

ｃ．震災地域格差修正率の計算方法 

・公示運用指針における震災地域格差修正率の計算方法（不動産取引市場が

回復するまでの場合）は、震災前の状況と比較した各期の各効用の増減割

合を求め、震災前の効用から当該増減割合の積み上げ値を控除して各期の

効用を査定、これらの価格時点における価値合計の震災前価格に占める割

合を用いて震災格差率）を求め、「震災格差率＋100」により震災地域格差

修正率 11を求める。 

  震災地域格差修正率の地価公示評価書フォームにおける入力方法11につ

いては、当該運用指針を参考とする必要がある。 

・（財）日本不動産研究所資料による震災格差修正率の計算方法は、震災直後

の最大減価率を求め、当該減価率が復旧の程度に応じて次第に逓減してい

くとし、各価格形成要因の震災直後の最大減価率に、一定の算式により求

めた修正率を乗じ、「得られた値の合計値（負の値：震災減価率）＋100」

により震災格差修正率を求める。 

震災直後の最大減価率と復旧期間が把握できれば価格時点における震災減

価率及び震災格差修正率を求めることができる。 

 

ｄ．震災被害を背景とした需給の変化等による増減価・市場の需給動向の扱い 

・地価公示運用指針では、震災被害を背景とした需給の変化等による増減価

として、(1)一定期間のうちに消滅する増減価として処理しない場合、(2)

一定期間のうちに消滅する増減価として処理する場合に分類し、(2)につい

ては復旧後５年間（最大 10年間）で直線的に消滅すると予測している。復

旧までの期間は、地域ごとに判断する。 

また、市場の需給動向は(1)及び(2)に含まれる。 

・（財）日本不動産研究所資料では、震災による心理的要因に基づく震災後遺

症（スティグマ）は、完全復興まで持続するとしている。復旧や復興まで

の期間は、地域ごとに判断する。 

また、震災による物理的要因・心理的要因以外の要因による市場性増減価

                                            
11 地価公示運用指針においては、震災地域格差を地域要因の比較で（分母に）入力する値とし

ているため、「100÷(震災格差率＋100)×100－100」により震災地域格差を求めている。 
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である市場の需給動向は、期間経過による補正は行わないとしている。 

 

ｅ．価格形成要因として考慮すべき要因 

・地価公示運用指針では、東日本大震災の震災被害に係る価格形成要因（震

災格差要因）として、当該運用指針表Ⅳ－１による整理を行っている。 

・（財）日本不動産研究所資料では、被災地域の区分毎の価格形成要因として

減価率等を査定している。 

 

価格等調査にあたっては、必要と判断される震災による価格形成要因をすべて

反映する必要があり、また時点修正や地域要因の比較及び個別的要因の比較にお

いて考慮される価格形成要因は、震災地域格差修正率には含めないことに注意が

必要である。 

 

［参考］地価調査震災運用指針と地価公示震災運用指針 
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（２）建物及びその敷地の評価 

① 自用の建物及びその敷地 

   ａ．原価法等 

（１）により求めた土地の価格に、建物の価格を加算して建物及びその敷地

の価格を求める。再調達原価の査定にあたっては、震災後においては建築資材

等の上昇がみられる場合もあるため、その動向に注意する必要がある。建物等
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の減価修正にあたっては、震災によって建物等が損傷している場合には、震災

がなかったであろう場合に発生していたと判断される減価に、震災による損傷

に係る修繕費相当額を加算した額を減価修正の対象とする。 

現在の建物用途が土地の最有効使用と異なる場合や、建物が存在しているが、

全壊あるいは半壊の状況にある場合等、建物を取壊すことが最有効使用と判断

される場合においては、更地価格から取壊し費用を控除することにより価格を

求める。ただし、取壊し費用については、地方公共団体等から補助金が交付さ

れる場合があるため、その範囲について確認が必要である。所有者の負担とな

らない取壊し費用については、取壊し費用の査定において考慮する。 

 

   ｂ．収益還元法 

収益還元法の適用にあたっての、将来の事業収支についての予測については、

事業者は震災支援機構の支援を受けて、再生のための事業計画の策定を行うた

め、価格調査に必要な資料として当該事業計画の提供をうけ、当該計画を基本

として活用する。 

ただし、事業計画の作成と、不動産の評価が並行して進められることも想定

され、適宜情報提供を受けることが必要となる。また、事業計画は、事業者が

震災支援機構の支援を受けて作成するものであり、過去の事業実績や業界の標

準的な利益率等と比較する等により、公正な評価を行う不動産鑑定士としての

立場からの検証が必要である。この検証にあたっては、事業者の債務の状況に

ついて理解することが必要であり、必要に応じ、依頼者から説明をうける必要

がある。 

提示される再生のための事業計画による事業収支に基づいて、対象不動産に

帰属する純収益を求め、事業リスク等を勘案して適切な還元利回り等により収

益価格を求める。 

提示される事業収支は、損益計算書類似のものが予想されるので、不動産に

帰属する収益は、営業利益に必要な調整（経営者報酬相当額の控除等）を加え

て求める。この際、減価償却費が費用に含まれているので、減価償却費が判明

する場合は当該費用を加算し12、判明しない場合は償却後収益として対応する

還元利回りを適用する。 

借入金返済額は不動産の純収益を求める費用（あるいは支出）には含まれな

いため、事業計画に借入金返済額が含まれている場合は、当該項目を除く必要

がある。 

なお、小規模な店舗併用住宅等については、賃貸収益を想定して収益価格を

求めることもできる。また、他の場合においても事業収益による収益価格の検

                                            
12 減価償却費を加算した場合には、設備投資相当額として資本的支出を控除する。建物以外の設備等につ

いては再調達原価の査定等が困難であることが想定されるので、減価償却費の調整は建物等が中心となる。 
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証のために、賃貸を想定した場合の収益価格水準を把握することが望ましい。 

   

ｃ．調整 

自用の建物及びその敷地の評価であるので、対象不動産の用途に応じた市

場分析結果や資料の精度等を勘案して、試算価格の調整を行う13。なお、ホテ

ル等収益性が重視される用途の場合は、汎用性の高い地域、用途の不動産と異

なり収益価格を重視する必要があるので、特に留意が必要である。 

なお、再生事業の継続は条件ではないので、事業収益による収益価格が積

算価格等よりかなり低い場合等、建物を取壊すことが最有効使用と判断される

場合も想定され、その場合の留意点についてはａ．と同様である。 

複数の不動産により事業を行っている場合には、対象不動産ごとの事業収

益の資料が得られない場合が多いと予想されるが、このような場合には、一体

としての収益価格と各対象不動産の積算価格等の合計額とで調整を行ったう

え、積算価格等の合計額との比率を勘案して、各対象不動産の積算価格等に収

益性を反映した修正を加えて各対象不動産の価格を求める。この場合、一体と

しての収益還元法の適用については、成果報告書に記載する必要はない。 

 

  ② 貸家及びその敷地 

対象不動産が貸家及びその敷地の場合は、求める価格に対する説得力の観点か

ら、①ａ．の方法に加えて、収益還元法を適用することを原則とする。 

収益還元法の適用にあたっては、震災支援機構から現在の賃貸借の状況及び費

用に係る資料を受領し当該資料を参考とするか、周辺の類似の不動産に係る賃料

等を参考に、収益及び費用の予測を行い、査定する。 

周辺の類似の不動産に係る賃料等を参考とする際には、震災を契機として、被

災者救済を目的とする各種制度（民間住宅借り上げ制度等）により、歪んだ賃貸

市場が形成されている可能性があるから、震災前と比べ賃料水準の高位安定、空

室率の低下などが認められる場合には、震災前の状況も勘案しながら賃料水準を

査定する必要がある。 

建物を取壊すことが最有効使用と判断される場合の留意点については①ａ．と

同様である。 

 

（３）農地等の評価 

震災支援機構による事業再生支援には、農林水産事業者も含まれるので、評価

対象不動産としては、農地や林地等も含まれる。 

農業や林業を継続する前提としての価格を求める必要があるので、農業等を継

                                            
13収益還元法の手法適用の精度や自用の建物及びその敷地としての市場性等を勘案すると積算価格が標準

となることが多いと想定される。 
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続している取引事例に基づく比準価格と事業収益に基づく収益価格により査定す

る。 

 

（４）再生支援完了時の評価 

  ① 原価法 

土地価格については、上記（１）更地における場合と同様の方法で、地域等の

復興計画及びそのスケジュールと、震災がなかったとした場合の価格変動予測を

ふまえ、調査時点以降価格時点までの価格変動見込を予測する。なお、インフラ

等の復旧が完了する時点以降については予測が困難な場合が多いため、原則とし

て変動がないものとして査定する。調査時点を価格時点とする場合には、想定し

た対象不動産及び地域の状況を前提に地域要因及び個別的要因の比較を行う。 

建物価格について、特に現況存しない建物や現況と大きく状況が変わっている

ことが予定される場合には、事業再生計画及び提示される建築予定の建物の図面

等により、価格時点における建物の状況を想定して査定を行う（調査時点を価格

時点とする場合も同じ。）。 

  

  ② 収益還元法 

原則として、事業再生計画を前提に、支援完了時にそれ以降予測される事業収

益に基づいて収益価格を求める。 

なお、小規模な店舗併用住宅等については、賃貸収益を想定して収益価格を求

めることもできる。賃料等の想定にあたっては、将来時点である価格時点におけ

る賃貸市場を推定して行う必要がある。 

再生支援完了時におけるリファイナンスを想定した担保価値として求めるも

のであるので、上記事業収益による収益価格が積算価格等よりかなり低い場合等、

建物を取壊すことが最有効使用と判断される場合も想定される。 

 

（５）清算価値の算定のための評価 

清算した場合の不動産の価格を求めるものであるので、不動産鑑定評価基準の

価格の種類に記載されている特定価格の要件である「法令等による社会適用性を

背景とする」に該当し、早期売却を前提とした価格を求めることから、不動産鑑

定評価基準に則った鑑定評価を行う場合には、特定価格として評価を行う。 

早期売却を前提とした価格を求める場合の早期売却減価については、（１）から

（３）の類型に応じ、一定期間内に売却することを前提に、対象不動産の所在す

る地域の状況に応じて適切と判断される減価率を求め、これを乗じることにより、

処分するものとしての価格を求める。 

この場合の鑑定評価目的は、対象不動産を処分するものとして、競売手続きも

念頭に売却した場合の市場価値を適切に求める事にあるので、通常より短期間で
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売却した場合の適正な処分価格として求める必要がある。 

なお、事業用不動産は一般に個別性が強く、汎用性が低い場合が多いので、早

期売却減価の査定においては、対象不動産の市場性を充分に検討する必要がある。 

また、対象不動産の最有効使用が建物等を取壊すことと判断される場合の建物

等の取壊し費用は、早期売却による減価の対象とならないことにも留意する必要

がある。 

 

９．成果報告書への記載事項 

不動産鑑定評価基準に則らない価格調査を行う場合においては、想定した価格形成

要因に係る条件等や省略した調査事項及び評価の方法についての記載が必要である。

特に、地価公示価格のみで更地価格を求める等、一般的な鑑定評価手法と異なる手法

を採用した場合はその旨の記載を行う。 

また、以下の事項を調査価格の近傍など分かりやすい場所に記載する必要がある。 

1) 価格調査の手順が不動産鑑定評価基準に定める手順と異なることから、不

動産鑑定評価基準に則った鑑定評価とは結果が異なる可能性がある旨 

2) 本価格調査は、成果報告書に記載された依頼目的及び利用者の範囲で使用

されることを前提としたものであり、成果報告書に記載された以外の目的

での使用及び記載されていない者への調査価格又は成果報告書の公表・開

示・提出は想定していない旨 

詳細については、価格等調査ガイドライン及び「価格等調査ガイドライン」の取扱

いに関する実務指針参照。 

 

以 上 

 

【別表】 

・不動産評価が必要となる局面と基準・価格等調査ガイドラインとの関係 

 

【資料】 

・資料１：株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の被災地域 

・資料２：株式会社東日本大震災事業者再生支援機構のイメージ 
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  【資料 1】株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の被災地域（平成 25年 4月 19日時点） 

 

出典：株式会社東日本大震災事業者再生支援機構ホームページ 
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                          出典：株式会社東日本大震災事業者再生支援機構ホームページ 
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